
資

料

昭
和
二
十
四
年
七
月
|

|
丸
月

一
、

は

し

が

き

日
本
銀
行
間
陣
局
調
「
政
府
資
金
移
動
概
況
」
に
基
い
て
、
本
年
度
第
二

・
四
半
期
に
於
け
る

政
府
資
企
の
対
民
附
現
金
収
支
の
内
容
を
分
析
し
た
結
果
は
、
大
要
別
議

昭
和
二
十
凶
年
度
第
二

・
四
半
期
中
政
府
資
金
対
民
間
収
支
分
析
装

に
示
ナ
通
り
で
・
あ
る
。
以
下
本
表
に
よ
り
制
中
財
政
収
支
状
況
に
つ
い
て
概
説
を
試
み
る
。

な
お
今
回
は
従
来
の
分
析
方
法
に
対
し
て
若
干
の
技
術
的
変
更
を
加
え
た
が
、
相
松
本
的
に
は

従
来
の
方
法
と
殆
ど
変
り
な
い
(
別
表
註
参
照
)
。

二
、
期
中
財
政
収
支
通
観

昭
和
二
十
凶
年
七
月
か
ら
九
月
に
至
る
本
年
，
度
第
二

・
四
半
期
中
に
於
け
る
政
・肘
資
金
の
対

民
間
現
合
一
収
支

(
政
府
当
腔
預
金
受
払
中
よ
り
、
対
日
本
銀
行
収
支
説
に
他
の
政
府
預
金
と
の

組
替
を
除
く
)
は
、
収
入
累
計
三
千
五
百
λ
十
五
他
円
、
支
出
累
計
三
千
六
百
九
十
主
億
円
、

援
引
百
十
億
円
の
文
出
超
過
を
示
し
た
。

即
ち
当
期
政
府
資
金
の
支
出
超
過
は
、
前
則
並
に
昨

年
度
同
州
の
支
出
超
過
(
夫
々
二
百
九
十
二
億
円
、
一
一一
百
六
十
四
億
円
〉
に
比
す
れ
ば
そ
の
一
一
一
分

の
一
前
後
に
止
ま
り
、
収
支
尻
は
著
し
く
好
転
し
て
い
る
。

更
に
右
の
収
支
中
に
含
ま
れ
る

ω
国
の
金
融
活
動
に
基
く
郵
便
貯
金
収
支
及
び
そ
の
迩
朋
等
の
預
金
部
資
金
|
則
中
支
出

組
過
七
十
三
億
円

間
並
に
木
統
計
上
財
政
支
州
と
し
て
は
大
休
震
被
計
算
と
な
る
べ
き
知
則
柾
券
の
対
民
間

償
還
傾

l
川
中
食
粗
証
券
の
対
民
間
償
迎
制
=
一
百
二
十
五
億
円

等
を
控
除
し
て
、
閣
の
予
算
(
公
般
借
入
命
予
算
〉
に
ほ
ど
対
応
す
る
財
政
資
金
の
対
民
間
現
金

収
支
尻
を
推
算
す
れ
ば
、
右
の
政
府
資
金
収
支
尻
と
は
逆
に
、
問
中
左
の
、
通
り
二
百
八
十
七
億

円
見
当
に
達
す
る
収
入
超
過
と
な
る
。

と
れ
を
月
別
に
見
れ
ば
、
七
月、

八
月
は
夫
々
百
九
億

円
、
二
百
七
億
円
の
収
入
超
過
で
あ
る
が
、

九
月
に
は
僅
か
な
が
ら
支
出
超
過
(
三
十
億
円
)
に

転
じ
て
い
る
。

一
一
O

本
年
度
に
於
け
る
予
算
に
対
応
す
る
財
政
資
金
収
支
は
、
第
.

・
四
半
期
に
於
て
は
一
部
前

年
度
収
支
混
入
等
の
関
係
も
あ
っ
て
昨
年
度
同
期
と
同
棟
収
支
ほ
ど
均
衡
状
態
を
示
し
た
が
、

第
二

・
四
半
期
に
於
て
は
昨
年
度
同
期
(支
出
超
過
三
百
三
一十
二
億
円
)
と
は
逆
に
三
百
億
円
に

垂
ん
と
す
る
巨
額
の
収
入
超
過
を
記
録
し
て
お
り
、
超
均
衡
予
算
'
と
し
て
の
木
年
度
予
算
の
特

長
は
こ
L
に
明
り
よ
う
に
観
取
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

期

小

財

政

資

金

収

支

尻

(
単
位
百
万
円
、
付
支
出
超
過
)
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つ
ど
い
て
と
の
財
政
資
金
収
支
を
資
金
の
性
質
別
、

即

ち

ω消
費
主
休
と
し
て
の
財
政
収

支

l
消
費
資
金
、

ω事
業
主
体
と
し
て
の
財
政
収
支
|
事
業
資
金
、

ω出
資
及
投
資
主
体
と
し

て
の
財
政
収
支
|
出
資
資
金
の
三
つ
に
分
け
て
考
・
摂
す
れ
ば
、
期
中
収
支
尻
は
消
資
資
金
収
入

超
過
七
十
七
低
円
、
事
業
資
金
収
入
超
過
四
百
二
十
三
億
円
、
出
資
資
金
二
百
十
三
悩
円
と
な

り
、
事
業
資
金
の
収
入
超
過
は
圧
倒
的
で
あ
る
。



資
金
性
質
別
の
財
政
資
金
収
支
尻

〈
単
位
百
万
円
、
付
支
出
超
過
)

ー
一

L

1

一
第
三
・
四

F
一
J
J
F
一
半

期

計

五
、
さ
-一

付

一

一一四
一
一
七
五
一

ニO
、
一品回忌
一

六
、
六
豆
一
同
}一二
三
=

豆、回
0
0
一付
九
二
一
七
O

一円

三

、
宗
需

言、七四六
一付

ニ、九六
O

一

ニへ七
三
一

し
か
し
な
が
ら
右
の
事
業
資
金
中
に
は
消
費
資
金
の
財
源
と
し
て
繰
入
れ
ら
る
べ
き
日
本
専

売
公
社
勘
定
収
入
超
過
(
鷹
草
専
売
益
金
〉
三
百
二
十
五
億
円
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
消

費
資
金
に
算
入
し
て
再
計
算
す
れ
ば

付

実

質

的

消

費

資

金

四

O

、
一
七
五
百
万
円

同

実

質

的

事

業

資

金

九

、

八

二

O

手

同

出

資

資

金

村

一

二

、
二
六

三

。

(
付
及
び
同
小
計
)

(
一
八
、
九
一

一
一

手

〉

財

政

資

金

計

二

八
、
七
三
ニ

。

と
な
り
、
実
質
的
消
費
資
金
の
収
入
超
過
は
四
百
二
億
円
の
巨
額
に
速
す
る
。

今
仮
に
右
の
付

及
び
伺
小
計
を
一
般
会
計
の
、
口
を
特
別
会
計
の
夫
々
現
金
収
支
尻
と
見
れ
ば
(
註
)
、
一
般
会

計
収
入
超
過
は
特
別
会
計
の
そ
れ
の
ほ
ど
二
倍
に
相
当
し
、
今
期
巨
額
の
収
入
超
過
は
主
と
し

て
一
般
会
計
収
支
尻
の
好
調
に
よ
る
も
の
と
結
論
さ
れ
る
。

(
註
)
但
し
本
純
計
は
国
庫
内
移
換
等
の
振
替
収
支
を
除
い
て
あ
る
か
ら
、
性
質
上
む
し
ろ

予
算
純
計
に
対
応
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に

一
般
会
計
特
別
会
計
に
分
別
す

る
こ
と
は
厳
密
に
言
え
ば
理
論
的
に
妥
当
を
か
〈
。

次
に
前
期
と
比
較
し
て
期
中
主
要
財
政
収
支
の
内
容
を
う
か
ど
え
ば
、
先
ず
収
入
面
に
於
て

租
税
外
収
入
百
十
三
億
円
は
価
格
差
益
納
付
金
減
少
等
に
よ
っ
て
前
期
に
比
し
半
減
し
た
が
、

租
税
収
入
は
第
一
期
申
告
納
税
所
得
税
(
六
月
末
納
期
)
の
ず
れ
、
並
に
源
泉
徴
収
所
得
税

・
酒

税
収
入
等
順
調
の
た
め
、
期
中
受
入
総
額
は
千
八
十
四
億
円
に
達
し
前
期
実
績
を
二
百
億
円
近

付 |τ
亡ご) :内 2王 ニ二

:IL 3:tー占岡 lロ
四 九 ニ ユ -In
プ時 三三 4ゴニニ i

ト) 1入

財同じ)付

金資資資

計金金金

政出事消

資資業費

〈
波
縄
し
た
〈
序
な
が
ら
国
税
庁
調
に
よ
る
当
期
末
現
在
本
年
度
租
税
収
入
の
進
捗
率
は
三
六
・

二
%
で
あ
っ
て
、
前
年
度
同
期
の
そ
れ
を

一
O%
方
上
廻
る
)
。
こ
の
ほ
か
専
売
益
金
三
百
二

財
政
資
金
の
対
民
間
収
支
分
析

附
和
二
十
四
年
七
月
|
九
月

十
五
位
円
・
食
糧
管
理
会
計
収
入
超
過
二
百
七
十
三
億
円
も
前
期
比
若
干
の
減
少
な
が
ら
引
続

き
好
調
で
あ
り
、
又
厚
生
保
険
、
簡
保
年
金
等
政
府
保
険
事
業
の
収
入
超
過
百
四
億
円
も
前
期

実
績
を
三
十
億
円
見
当
上
廻
っ
た
。

他
方
支
出
面
に
於
て
、
出
資
資
金
は
復
金
出
資
を
中
心
と
し
て
期
中
支
出
二
百
十
三
億
円
に

上
っ
て
(
復
金
出
資
百
九
十
五
億
円

・
公
団
出
資
十
六
億
円

・
見
返
資
金
民
間
投
資
二
億
円
)
前

期
比
百
三
十
億
円
見
当
の
滋
噌
を
示
し
、
文
公
共
事
業
費
百
九
億
円
も
前
期
め
支
出
水
埠
を
か

ろ
う
じ
て
維
持
し
た
が
、
と
の
ほ
か
の
主
-
安
支
出
は
終
戦
処
理
費
の
引
続
〈
不
振
を
は
じ
め
、

価
格
調
護
費
二
百
七
十
二
億
円
、
地
方
配
付
税
配
付
金
百
三
十
六
億
円
、
日
本
国
有
鉄
道
勧
定

支
出
超
過
四
十
六
億
円
、
貿
易
会
計
支
出
超
過
百
三
十
九
億
円
並
に
薪
炭
需
給
調
節
会
計
支
出

超
過
四
億
円
等
は
、
何
れ
も
前
期
に
比
し
大
幅
の
減
少
を
示
し
た
(
前
期
比
減
夫
々
一}
一十
五
億

円
、
八
十
八
億
円
、
六
十
億
円
、
百
五
十
ご
億
円
、
十
九
億
円
)
。
な
お
右
の
う
ら
薪
炭
需
給
調

節
会
計
に
つ
い
て
は
、
七
月
下
匂
向
特
別
会
計
廃
止
の
基
木
方
針
が
決
定
さ
れ
、
八
月
以
降
政

府
の
薪
炭
質
上
は
事
実
上
停
止
さ
れ
た
。

当
期
の
初
め
よ
り
待
望
の
米
国
対
日
援
助
見
返
資
金
が
い
よ
ー
ー
そ
の
発
動
を
開
始
し
、
こ

の
資
金
の
経
理
を
明
白
に
す
る
た
め
新
に
日
本
銀
行
に
設
け
ら
れ
た
援
助
資
金
預
金
(
政
府
預

金
の
一
種
)
へ
の
繰
入
は
期
中
総
額
凹
百
六
十
一
億
円
に
達
し
た
が
、
運
用
而
に
於
て
は
三
回

に
亙
っ
て
政
府
事
業
に
対
す
る
投
資
百
八
十
四
億
円
〈
日
本
国
有
鉄
道
貸
付
百
一

億
円
、
電
気

通
信
事
業
公
債
引
受
八
十
三
億
円
)
が
行
わ
れ
た
ほ
か
は
、
民
間
事
業
に
対
す
る
直
接
投
資
の

如
き
は
期
中
僅
か
に
一
件

一
億
七
千
万
円
に
過
ぎ
ず
、
又
閣
僚
の
買
入
償
還
も
皆
無
で
あ
っ

て
、
余
裕
金
の
殆
ど
大
部
分
を
以
て
日
本
銀
行
よ
り
食
糧
証
券
を
買
入
れ
(
二
百
四
十
九
億
円
)

一
時
運
用
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
木
資
金
の
運
営
は
当
期
に
於
て
は
未
だ
木
格
化
し
た
も
の

と
は
一一旨
い
難
い
。期

中
援
助
資
金
預
金
の
推
移

(
単
位

百
万
円
)

七三
一一 l 十
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高
一

(註〉

ω
m助
資
金
田
川
金
の
刺
殺
は
こ
閥
、
七
、
一
。

ω
九
月
の
民
間
事
業
投
資
は
日
木
町
益
出
用
へ
の
貸
付
。

開
刷
同
月
短
期
托
券
巡
川
は
日
本
銀
行
よ
り
食
羽
証
券
の
購
入
。

ω
日
本
固
有
鉄
巡
へ
の
貸
付
、
鋭
び
に
電
気
通
信
事
業
公
債
引
交
の
本
年
度
予
算
削
酬
は
火
々
}
七
、

0
0

0
百
万
円
、
一
二
、
0
0
0百
万
円
。

こ
れ
を
要
す
る
に
則
中
財
政
収
支
は
租
税
収
入
を
中
心
と
す
る
諸
収
入
の
好
制
に
加
え
て
、

復
金
出
資
を
除
〈
政
府
詩
文
出
も
相
対
的
不
振
に
推
移
し
、
た
め
に
収
支
尻
は
前
期
収
支
均
衡

の
あ
と
を
う
け
て
三
百
億
円
近
〈
の
巨
額
の
収
入
超
過
を
収
め
た
。
こ
の
こ
と
は
超
均
衡
予
算

と
し
て
の
木
年
度
予
算
の
特
長
が
当
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
顕
著
に
現
わ
れ
米
っ
た
こ
と
の
当

然
の
帰
結
と
見
ら
れ
る
が
、
更
に
見
返
資
金
に
よ
る
対
民
間
直
接
投
資
が
当
期
に
於
て
は
未
だ

そ
の
結
に
つ
い
た
ば
か
り
で
低
調
を
組
め
た
こ
と
も
、
右
の
如
&
c
財
政
資
金
の
大
幅
収
入
超
過

に
拍
車
を
か
け
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
通
観
に
つ
ピ
い
て
、
以
下
期
中
財
政
収
支
状
況
右
各
月
別
に
一
瞥
す
る
。

三
、
各
月
別
収
支
状
況

村
昭
和
二
十
四
年
七
月
中

当
月
政
府
資
金
の
対
民
間
現
金
収
支
は
、

差
引
収
入
超
過
六
十

一
億
円
と
、

資

料

二

、

払

出

計

山

政

府

事

業

投

資

「日
本
国
有
鉄
道

{電
気
通
信
事
業

民

間

事

業

投

資

国

債

償

還

短

期

証

券

運

用

(4) (3) (2) 
三
、
白
川

末

残

~、

.三L，-，ょ三三主主
軍
七
三
一

(

一五、七五
一一

回
宍
四
一
=
一

一八
、芸
ハ一一一

一
q
。
会
一

入、
ニ八
一

一七(〕

収
入
千
二
百
八
十
五
徳
刊
、

支
出
千
二
百
二
十
四

億
円
、

収
支
尻
は
前
月
と
ほ
ど
同
額
の
収
入
超
過
を
示
し

た
。
も
っ
と
も
こ
の
金
額
中
よ
り
、
預
金
部
資
金
収
支
並
に
食
和
証
券
対
民
間
償
還
額
を
除
い

た
予
算
に
対
応
す
る
財
政
資
金
の
収
支
尻
と
し
て
は
、
収
入
超
過
は
、

百
九
億
円
見
当
に
達
す

る
こ
と
と
な
り
、
前
月
に
比
す
れ
ば
多
少
の
減
少
な
が
ら
、
財
政
収
支
尻
は
引
続
含
収
入
超
過

を
維
持
し
て
レ
る
。
な
お
こ
れ
を
資
金
の
性
質
別
に
見
れ
ば
、
消
費
資
金
収
入
超
過
ご
十
四
億

一一一一一

円、

事
業
資
金
収
入
超
過
百
五
十

一
億
円
、
出
資
資
金
六
十
六
億
円
と
な
る
。

放
に
当
月
主
要
財
政
収
支
の
内
訳
を
見
れ
ば
、
収
入
宙
に
於
て
噂
完
益
金
、
租
税
外
収
入
等

は
大
体
例
月
並
の
成
績
で
あ
る
が
、
組
税
収
入
は
前
月
末
納
期
の
第
一
一
期
府
特
納
税
所
得
税
が

殆
ど
当
月
に
ず
れ
た
た
め
、
前
月
比
百
四
十
六
億
円
を
激
増
し
て
月
中
四
百
三
十
億
円
の
巨
額

に
上
っ
た
。
但
し
前
月
大
幅
の
季
節
的
収
入
超
過
を
示
し
た
食
糧
管
理
会
計
収
支
尻
は
当
月
に

於
て
も
λ
十
九
億
円
に
遣
す
る
収
入
超
過
を
収
め
た
が
、
麦

・
馬
鈴
薯
の
供
州
進
捗
に
よ
る
支

出
増
の
た
め
収
入
超
過
は
前
月
に
比
し
四
十
八
億
円
を
減
じ
て
い
る
。

他
方
支
出
面
に
於
て
は
終
戦
処
理
費
、
価
格
制
整
費
、
公
共
事
業
費
、
地
方
配
付
税
配
付
金

等
は
前
月
と
大
し
た
増
減
な
〈
且
つ
例
月
並
の
支
出
と
見
ら
れ
る
が
、
出
資
及
投
資
金
六
十
六

億
円
(
復
興
金
融
金
庫
五
十
億
円
、
船
舶
公
団
十
六
億
円
)
は
前
月
支
出
の
ほ
ど
倍
一
織
に
上
っ

た
。
こ
の
は
か
当
月
に
於
て
は
一
般
会
計
大
口
支
払
と
し
て
教
育
文
化
賞
五
十
四
億
円
が
あ

り
、
更
に
日
本
国
有
鉄
道
勘
定
支
出
超
過
、
貿
易
会
計
支
出
超
、
品
等
も
、
前
月
に
比
し
若
干
増

加
し
て
い
る
。
右
の
う
ち
日
本
国
有
鉄
道
に
対
し
て
は
、
当
月
発
動
を
捌
始
し
た
見
返
資
金
よ

り
の
第

一
回
融
資
(
五
十
六
億
円
)
が
行
わ
れ
た
が
、
月
末
近
く
の
こ
と
と
て
と
の
資
金
の
大
部

分
は
民
間
支
払
と
な
ら
ず
に
国
庫
内
部
に
滞
留
し
た
。

ω
同
年
八
月
中

月
中
政
・
附
資
金
の
対
民
間
現
金
収
支
は
、
収
入
千
二
百
儲
円
、
支
出
千
二
百
九
十
億
円
、
差

引
九
十
億
円
の
支
出
超
過
を
示
し
た
。
但
し
予
算
に
対
応
す
る
財
政
資
金
収
支
尻
と
し
て
は
、

訓
盤
羽
目
た
る
預
金
部
資
金
の
支
出
超
過
並
に
食
粧
証
券
の
対
民
間
償
還
額
が
当
月
に
於
て
は

特
に
巨
額
に
上
っ
た
か
ら
(
前
者
七
十

一
億
円
、
後
者
二
百
二
十
七
億
円
)
、
こ
れ
等
を
除
い
た

当
月
財
政
資
金
収
支
尻
は
逆
に
ご
百
七
佑
阿
見
当
に
迷
す
る
収
入
超
過
と
な
る
も
の
と
推
算
さ

れ
(
前
月
収
入
超
過
の
約
一
倍
)
こ
れ
を
資
金
性
質
別
に
見
れ
ば
消
費
資
金
収
入
超
過
五
十
六
億

円
、
事
業
資
金
収
入
趨
過
二
百
五
億
円
、
出
資
資
金
五
十
四
億
円
と
な
る
。

次
に
主
要
財
政
収
支
の
内
訳
を
見
る
に
、
収
入
耐
に
於
て
租
税
収
入
三
百
三
十
七
億
円
は
、

第
一
期
申
告
納
税
の
移
納
分
が
集
中
し
た
前
月
税
収
に
比
較
す
れ
ば
九
十
二
縦
円
の
大
幅
減
少

と
な
る
が
前
年
度
分
申
告
納
税
の
更
正
決
定
が
手
厳
し
く
行
わ
れ
た
凶
係
等
も
あ
っ
て
例
月
に

比
す
れ
ば
好
成
樹
と
い
う
べ
〈
、
又
専
売
益
金
も
僅
か
な
が
ら
前
月
実
績
を
上
廻
っ
て
い
る
o

p

こ
の
ほ
か
食
粗
管
理
会
計
に
於
て
は
引
続
〈
麦
・
馬
鈴
暫
の
供
出
好
調
に
も
か
L

わ
ら
ず
政
府



の
食
糧
質
上
支
出
は
却
っ
て
、
減
少
し
、
こ
れ
に
配
給
代
金
回
収
願
澗
も
加
っ
て
、
開
会
計
収
入

超
過
は
前
月
比
五
十
五
億
円
増
の
百
四
十
四
億
円
に
違
し
た
。

他
方
支
出
而
に
於
て
は
、
終
戦
処
理
費
、
地
方
配
付
税
配
付
金
、
価
格
調
整
費
、
公
共
事
業

費
、
出
資
及
投
資
金
等
の
主
要
支
出
は
前
月
比
軒
並
の
減
少
を
示
し
て
お
り
、
更
に
当
月
に
於

て
は
前
月
に
お
け
る
教
育
文
化
費
の
如
き

一
般
会
計
大
口
支
払
も
な
〈
、
政
府
諸
支
払
は

一
般

的
に
低
調
挫
に
推
移
し
た
。
但
し
貿
易
会
計
支
出
超
過
及
び
日
本
間
有
鉄
道
勘
定
支
出
超
過
の

み
は
、
前
月
に
比
し
若
干
の
支
出
超
過
増
を
来
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
日
本
国
有
鉄
道
勘
定
に

つ
い
て
見
れ
ば
、
当
月
収
入
は
避
暑
行
楽
最
盛
期
に
入
っ
た
関
係
上
、
運
賃
値
上
後
の
不
振
を

や
L

撹
回
し
て
比
較
的
好
制
で
る
っ
た
が
、
支
出
は
見
返
資
金
よ
り
の
借
入
資
金
が
漸
次
民
間

支
払
に
充
当
さ
れ
た
た
め
相
当
伸
長
し
た
。
な
お
見
返
資
金
の
第

一
閲
適
用
と
し
て
は
、
前
月

下
匂
H
本
固
有
鉄
道
に
対
す
る
貸
付
五
十
六
億
円
、
電
気
通
信
事
業
会
計
公
債
引
受
十
四
億

円
、
計
七
十
億
円
の
融
資
が
実
行
さ
れ
た
が
、
当
月
二
十
日
更
に
両
者
に
対
し
て
夫
々
三
十
三

億
円
、

二
十
六
億
円
、
計
五
十
八
億
円
の
第
二
回
融
資
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
を
要
す
る
に
月
中
財
政
資
金
収
支
尻
は
、
租
税
収
入
の
前
月
比
大
関
減
少
に
も
拘
ら

ず
、
食
糧
管
理
会
計
収
支
尻
の
好
調
並
に

一
般
的
な
政
府
諸
支
払
の
不
振
に
よ
っ
て
、
前
月
に

倍
す
る
巨
額
の
収
入
超
過
を
収
め
た
。

な
お
当
月
預
金
部
資
金
収
支
K
つ
い
て
附
言
す
れ
ば
、
収
入
に
於
て
郵
便
貯
金
増
加
受
入
額

は
月
中
二
十
九
億
円
と
通
常
の
成
績
で
あ
っ
た
が
、
支
出
に
於
て
農
林
関
係
四
配
給
公
団
(
油

精

・
食
料
品

・
食
胞

・
飼
料
〉
に
対
す
る
複
合
一
借
入
金
返
済
資
金
融
資
及
び
公
団
認
証
手
形
決

済
資
金
融
資
の
純
増
五
十
九
億
円
〈
貸
付
六
十
七
億
円
、
返
済
八
低
円
)
、
並
に
打
続
〈
台
風
(
デ

ラ
d

・
イ
ル
マ

・
へ
ス
タ
』

・
ヂ
ユ
デ
ィ
ス
等
)
に
よ
る
災
害
復
旧
費
の
短
期
融
資
を
中
心
と
す

る
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
貸
付
純
増
三
十
五
億
円
(
貸
付
六
十
億
円
、
返
済
二
十
五
億
円
〉
等

が
あ
っ
た
た
め
、
同
資
企
収
支
尻
は
上
記
の
如
〈
七
十
一
億
円
に
上
る
支
出
超
過
を
示
し
た
。

同

周
年
九
月
中

当
月
に
於
け
る
政
府
資
金
の
対
民
間
現
金
収
支
は
、
収
入
千
百
億
円、

支
出
千
百
八
十
一
億

円
、
差
引
支
出
超
過
八
十
一

億
円
と
ほ

r
前
月
間
梯
の
傾
向
を
示
し
た
。
但
し
予
算
に
対
応
す

財
政
資
金
の
対
民
間
収
支
分
析

陥
和
=
十
四
年
七
月
i
九
月

る
財
政
資
金
の
現
金
収
支
尻
と
し
て
は
、
と
の
金
額
中
に
含
ま
れ
る
預
金
部
資
金
収
入
超
過
二

十
七
億
円
、
並
に
食
糧
証
券
の
対
民
間
償
還
額
七
十
八
億
円
を
控
除
じ
た
三
十
億
円
見
当
の
支

出
超
過
と
見
る
べ
き
で
あ
る
う
。
こ
の
意
味
の
財
政
資
金
収
支
尻
は
本
年
六
月
以
降
引
続
き
巨

額
の
収
入
超
過
を
記
録
し
た
が
、
当
月
に
於
て
は
右
の
如
く
僅
か
な
が
ら
再
び
支
出
超
過
に
転

ず
る
に
韮
っ
た
。
な
お
当
月
財
政
収
支
尻
を
資
金
の
性
質
別
に
見
れ
ば
、
消
貨
資
金
支
出
超
過

=
一億
円
、
引
業
資
金
収
入
超
過
六
十
七
億
円
、
出
資
資
金
九
十
三
億
円
と
な
る
。

次
に
主
要
財
政
収
支
の
内
訳
を
見
れ
ば
、
収
入
面
に
於
て
租
税
収
入
は
、
源
泉
徴
収
所
得

税
、
法
人
税
、
酒
税
を
中
心
に
月
中
受
入
一
一
一百
十
七
億
円
と
通
常
の
成
績
を
収
め
た
が
、
前
月

に
比
す
れ
ば
二
十
一
億
円
を
減
少
し
て
お
り
、
煙
車
専
売
益
金
も
葉
煙
車
収
買
の
た
め
の
支
出

増
に
よ
っ
て
ほ
ど
同
額
の
減
少
を
示
し
て
い
る
。
加
う
る
に
前
数
ヶ
月
来
百
億
円
前
後
に
上
る

季
節
的
収
入
組
過
を
持
続
し
た
食
細
管
理
会
計
収
支
尻
も
、
当
月
に
於
て
は
早
場
米
供
出
の
や

や
不
援
に
も
か
L

わ
ら
ず
、
麦
の
超
過
供
出
進
捗
、
並
に
前
月
分
主
食
供
出
代
金
支
払
に
よ
る

支
出
増
に
よ
っ
て
月
中
収
入
超
過
四
十
億
円
と
、
前
月
収
入
超
過
に
比
す
れ
ば
百
五
億
円
の
大

幅
減
少
を
示
し
、
例
月
実
績
の
二
分
の

一
乃
至
三
分
の
一
に
止
っ
て
い
る
。

一
方
支
出
而
に
於
て
は
終
戦
処
理
費
は
前
月
支
出
と
同
額
、
価
梢
調
整
費
は
若
干
減
少
し
た

が
、
地
方
配
付
税
配
付
金
六
十
億
円
並
に
出
資
及
投
資
支
出
九
十
三
億
円
(
復
金
出
資
九
十
一

億
円
、
同
合
泌
資
金
民
間
投
資
一

・七
億
円
)
は
前
月
比
夫
々
間
十
億
円
見
当
の
増
加
を
示
し
、
こ

の
ほ
か
公
共
事
業
費
、
貿
易
会
計
支
出
超
過
等
も
前
月
実
績
を
若
干
上
廻
っ
て
い
る
。
か
〈
の

如
く
月
中
財
政
収
支
民
は
、
食
糧
管
理
会
計
収
入
超
過
の
激
減
並
に
プ
般
会
計
諸
収
入
の
不
振

に
加
え
て
、
諸
支
出
も
相
対
的
に
伸
長
し
た
た
め
、
前
記
の
如
く
僅
か
な
が
ら
支
出
超
過
を
示

す
に
至
っ
た
。

な
お
宿
の
出
資
及
投
資
支
出
中
見
返
資
金
投
資
一
億
七
千
万
円
は
、
金
額
僅
か
な
が
ら
木
資

金
に
よ
る
最
初
の
民
間
事
業
投
資
で
あ
り
、
当
月
見
返
資
金
の
運
用
と
し
て
は
こ
の
ほ
か
岡
本

国
有
鉄
川
判
官
気
通
信
事
業
に
対
し
綿
一
一一
回
投
資
五
卜
六
億
円
が
実
行
さ
れ
、
吏
に
余
裕
金
を

以
て
二
百
凶
十
九
億
円
に
上
る
食
糧
証
券
を
日
本
銀
行
よ
り
買
入
れ
一
時
運
用
し
た
。(高

回
、“"

一一一一一一一
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一一一究
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旦
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、宅五
一

一
、
本
表
け
日
本
銀
行
に
於
け
る
政
府
当
也
預
金
受
払
中
よ
り
、
対
日
本
銀
行
収
支
及
び
他
の
政
府
組
皿
金
と
の
組
替
を
除
〈
政
府
資
金
の
対
民
間
現
金
収
支
の
内
容
を
分
析
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
国
の
公
般
借
入
金
予
算
に
ほ
Y
対
応
す
る
財
政
資

金
収
支
民
並
に
そ
の
収
支
の
災
悠
を
明
か
に
す
る
ζ

と
を
目
的
と
す
る
。
と
の
た
め
右
の
政
府
資
金
収
支
よ
り
先
ず

ω金
融
関
係
資
金
と
見
る
べ
き
預
金
部
資
金
収
支
、

ω木
統
計
上
財
政
支
出
と
し
て
大
体
認
線
計
鉱
と
な
る
べ
き
短
期
託
券
〈食

額
証
券
大
蔵
省
証
券
)
の
対
民
間
償
溜
額
、

ω殺
に
普
通
成
人
に
あ
ら
ざ
る
公
募
公
似
代
り
金
収
入
(
以
上
木
表
例
「梢
怒
項
目
」
〉
を
控
除
し
た
も
の
を
予
算
に
ほ

r
対
応
す
る
「
財
政
資
金
」と
し
、
こ
れ
を
更
に
資
金
の
佐
賀
別
に
、
即
ち
H
消
償

資
金
何
事
業
資
金
同
出
資
資
金
の
=
一収
支
に
大
別
し
た
。
な
お
木
袋
約
数
は
痕
替
収
文
を
除
〈
現
金
収
支
で
あ
り
、
且
つ
一
部
同
年
度
収
支
が
交
錯
し
て
い
る
か
ら
、
側
々
の
項
目
は
必
ず
し
も
特
定
年
度
の
予
鉱
の
計
数
と
符
合
し
な
い
。

三
、
本
炎
は
日
本
銀
行
図
山
即
応
酬
削
「政
府
資
金
移
助
紙
況
」柏
村
に
そ
の
中
の
「民
間
関
係
収
支
内
訳
」
に
依
っ
て
作
成
し
た
が
、
と
れ
に
対
し
て
お
よ
そ
左
の
如
き
椴
定
乃
翠
操
作
を
加
え
た
。

ω
本
表
向
開
の
う
ち
「
資
金
部
資
金
」
収
支
は
右
「
民
間
附
係
収
支
内
訳
」
の
「
預
金
部
」
収
支
に
よ
ら
ず
、
同
じ
資
料
の
『
預
金
部
収
支
内
訳
L

に
よ
っ
て
、
山
即
位
貯
金
受
払
〈
邸
使
貯
金
羽
減
尻
〉
と
共
の
他
地
方
公
共
団
体
を
含
む
対
民
間
収
支
(
食
付

傘、

保
管
金
、
供
託
金
等
〉
と
を
合
計
し
た
も
の
を
E
り
、
更
に
「
民
側
関
係
以
支
内
訳
」中
「
出
納
官
吏
預
託
金
」支
出
の
半
額
を
録
便
局
変
換
尻
決
済
金
と
推
定
し
て
と
れ
を
右
の
収
支
合
計
叡
双
方
に
加
え
て
算
出
し
た
。

ω
阪
資
料
ハ
「
民
間
関
係
収
支
内
訳
」
〉
中
「
預
金
郁
」

・
『
出
納
官
吏
割
問
筒
金
』
収
支
並
に
「
邸
便
局
過
剰
金
」
収
入
の
=
一
者
受
払
合
計
額
よ
り、

前
記

ωの
預
金
部
資
金
収
支
を
品
川
引
い
た
抽
出
加
酬
は
、
そ
の
八

O
%を
本
来
旬
の
「
枠内
他
』
に
、
ニ
O
M却
を

付
の
「共
他
」
に
加
え
た
。

川
川
原
資
料
「各
府
間
未
設
理
」
「以
他
」
等
の
維
項
目
は
そ
の
全
制
酬
を
本
袋
付
の
「
其
他
」
に
算
入
し
、
終
戦
処
浬
賀
支
出
も
使
宜
付
の
『以
他
』支
出
欄
に
合
算
し
た
。
又
市
中
銀
行
扱
の
主
要
食
糧
W
A
入
資
金
並
に
務
次
貿
入
資
金
は
夫
々
食
糧
管
理

及
び
磁
波
締
給
調
節
商
会
計
支
出
械
に
合
算
し
て
あ
る
。

ω
朱
述
勘
定
割
前
総
は
日
木
銀
行
バ
ラ
ン
ス
ジ
l
F
に
よ
り
、
本
支
出
回
政
府
勘
定
説
に
図
体
送
金
為
替
勘
定
、
本
支
庖
支
払
関
陣
送
金
為
抽
甘
勘
定
ハ
後
二
者
は
国
庫
制
度
改
正
期
た
る
二
十
二
年
十

一
月
以
陣
〉を
併
せ
考
慮
し
た
。
但
し
こ
十
三
年

六
月
よ
り
支
脳
国
際
金
悩
報
付
管
制
が
実
施
さ
れ
た
か
ら
、
前
者
の
残
高
は
誤
電
等
に
よ
る
も
の
を
除
き
品
川
ど
無
視
し
得
る
計
数
と
な
っ
た
。

三
、
こ
‘
み
に
掲
げ
る
昭
和
=
十
凶
年
限
第
一
一
・
悶
半
期
中
の
分
析
淡
に
於
て
は
、
従
米
の
分
析
方
法
に
対
し
て
左
の
通
り
若
干
の
技
術
的
変
交
を
加
え
た
。
但
し
分
析
方
法
の
線
本
は
変
ら
な
い
。

ω
従
来
の
同
門
「
財
政
外
資
金
」
は
、
同
「
調
整
玖
目
」
E
改
め
た
。

ω
蜘
卸
加
世
局
資
金
は
原
資
料
に
於
て
本
年
七
月
以
降
従
来
「
邸
使
用
過
剰
金
」
『蜘
即
位
向
資
金
払
仙
」
の
収
支
両
附
障
が
、
収
支
差
額
計
上
に
改
め
ら
れ
た
の
に
伴
い
、
前
註
ハ
ニ
の

ω)預
金
部
資
金
援
額
調
整
中
従
来
の
「
務
便
局
過
剰
金
、
間
資
金
払

出
」
収
文
は
『郵
便
局
溢
剰
金」
収
入
に
改
め
た
。

ω

H
「消
貨
資
金
」
支
出
項
目
中
よ
り
従
来
の
「
祉
会
及
労
働
施
設
資
」
を
除
き
〈
原
資
料
に
於
て
削
除
)、
伺
「事
業
資
金
」
に
新
に
「
政
府
保
険
」収
支
を
加
え
た
。

ω
又
木
年
七
月
以
降
U
A
凶
対
日
援
助
見
返
資
金
の
発
動
に
叫
甘
い
伺
「
出
資
資
金
」
中
に
訴
に
「
見
送
資
金
民
間
投
資
」
棚
を
被
け
て
そ
の
対
民
間
投
資
を
明
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
。
図
に
見
返
資
金
の
政
出
刑
事
業
〈
包
気
通
信
事
業
、
日
本
国
有
鉄

進
〉
に
対
す
る
投
資
、
食
制
明
証
券
w
A
入
等
一
時
速
用
並
に
本
資
金
へ
の
総
入
佐
野
に
伴
う
収
支
は
、
対
日
本
銀
行
収
支
、
誕
に
他
の
政
府
預
金
と
の
鎮
静
官
収
支
と
な
っ
て
本
袋
に
は
あ
ら
わ
れ
て
来
な
い
。

四
、
な
お
本
裁

H
『消
資
資
金
」
の
二
十
鴎
年
八
月
、
九
月
分
「兵
他
」収
入
が
付
と
な
っ
た
の
は
、
原
資
料
に
於
℃
『
各
底
附
来
世
盟
理
」
勘
定
が
支
出
趨
過
と
な
っ
て
い
る
こ
と
等
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
し
〈
は
更
に
検
針
す
る
こ
と
と
す

'hwo 
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